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平成28年熊本地震により被害を受けた医療関係施設の開設者

に対する災害融資に関する特別措置について

当機構の業務に関しましては、平素から種々ご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記災害融資に関する特別措置について、別紙のとおり貸付対象等が定められ

ましたので通知いたします。

つきましては、当該区域に所在する被災医療関係施設の開設者に対する当機構融資の

特別措置について、ご指導方よろしくお願い申し上げます。
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平成28年熊本地震により被害を受けた医療関係施設の開設者に対する災害融資に

関する特別措置に伴う災害復旧資金については、下記のとおり取り扱う。

記

1.特別措置の対象範囲

平成 28年熊本地震により被害を受けた熊本県の区域内に事業所を有する医療関

係施設の開設者であって、事業所文は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、

床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市長その他相当な機関から

受けた者の災害復旧に係る資金

2.特別措置の対象とする貸付金限度額

災害復旧資金の貸付金のうち 1施設当たり 1，000万円まで。

ただし、上記の金額は、本特別措置の対象とする貸付けが、当機構のほか、日本政

策金融公庫、商工組合中央金庫においても取り扱われることとなっているので、 3機

関の貸付額を合わせた額とする。

3.特別措置の適用利率及び適用期間

平成 28年4月 14日から平成 28年 10月31日までに災害復旧資金の貸付を

受ける者について、貸付資金毎に通常適用する利率にかかわらず貸付後3年間は通常

適用する利率から O. 9 %を控除した率、 4年目以降の期間については、契約時にお

いて通常適用する利率とする。

4.特別措置による災害復旧資金を申込む場合の被害証明書

被災医療関係施設の開設者が、「通常適用する利率から O. 9 %を控除した率」の

貸付けを希望する場合は、借入申込書に次の証明書を添付すること。

-様式 1

平成28年熊本地震による災害被害証明書





様式 1

平成 28年熊本地震による災害被害証明書

事業 所 名

事業所在地

事業 主 名

事業種類

被害状 況

1 .事業所

全壊、流失、半壊、床上浸水、その他(

2. 主要な事業用資産

資 産名 被害状況

① 全壊、流失、半壊、床上浸水、その他( ) 

② "  

③"  
fI 

" 

上記のとおり証明をお願い致します。

平成年月日

事業主名
円
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上記のとおり被害を受けたことを証明する。

平成年月日

市 町村長名
円
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災欝復旧資金〈激甚災害指定を受け貸付利率優遇がある揚合)につい

七 iii欝復旧資金のご融資について

(1)対象とえまると鑓{立金の様類

①対象と怠る方

〈イ) j~W議災還に指定されだ災害により被欝を受けだ特定の広域内に事業所を有する箆嬢開館施設等の

開設省であって、

(0)事業所又は::E饗な事業開資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その地これらに準じる被議

を受けだ替の設問〈機構構所定の様式〉を市区間特長その他穏当な機関から受iすだ万。

⑩戴借金の稽類

申議増改築資金、乙議議改築翁金、機械鱗入護金、長期運転資金となります。

①の (0)の議合i謀、長期i運転議金以外は通常鑓{せとなります。

(2) 111欝復181こ掠る新親のご融資の優遇i喝容

⑦融資率

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一市一--…一一一一一一寸一一叩ー一ー一一一向ド

災害復旧資金 通常

90% 話。%'"話。ヲら 楽

※病院の乙穣増改築資金と勤産所の通常分の融資率は 60%1こえまり

(号貸{せE箆麓額

各議資金Id:i蚤常の鍵吋限度額の21苦の範箆内となちます。

〈イ〉甲種増改築議金。乙種増改築議金

災害復旧資金 通 常

病 院 14憶4. 000万円 7億2.000万円

診療所 1 0億円 5億円

介護者健 1 41:意4. 000万円 7億2.000万円

※ig改築資金iこ!玄関壊し新築等建替え事業を含み、妓設建物の建設又は既設建物の祷修等!こ要する資金ち対象とします。



尺参者ブ]
〈己〉機械購入資金

災害復旧資金 通 常

病 腕 1 4億4.000万円 71]意2.000万円

診療所 5. 000万円 2. 500万円

介護者健 1億円 5. 000万円

※病院の機械購入沼会については、 1混5，000万円以上この高額援療機器!こ限ります。

(J ¥) f霊賂運転資金

災害復旧資金 通 常

病 院 3. 000万円 七 500万円

診療所 600万円 300万円

介護者健 2. 000万同 1. 000万円

③無盟{謀議結額

iおの〈イ〉から(Jゅの鑓i-rt客員の合計額500万円を上限とする無担保のご融資が弓能です。

④償還住居霞〉期間

機械購入資金、長期運転護金については議長8月延長できます。

〈イ〉機械購入資金

災害復旧資金 通 常

病続の 議長1む年6F.l 1 0年

償 還 期 閏
先進医療機器 〈最裳1年〉 C6iヨ〉

〈うち据置期間〉
上部以外の 議長5年6月 5年

医療機器 a 燐誌 〈議長1年〉 (6月〉

※病院の機械購入資金については、 1呂5.000万円以上の高額壁際機器{こ眠ります。



〈口〉長英語漣転資金

災害復旧資金 通 常

{蕗 還期 関 最長3年6月 3年

〈うち難題期鰭〉 (最長1年〉 (6月〉

L一一ーー一一一 一一一ー一一一一一一一一

〈参考〉 〈英8轡誌畏!まあちません〉

耐火構造 その他構造

病 日完
議長30 1 5年

〈議長3年〉 2年〉

{賞 ~ 真喜 間
診療所

百室長20 最長15 

(うち鑓欝期間〉 く議長1年〉 1年〉

介護者健
議長30年 1 5年

〈最長3年〉 〈議長2

⑮議{営利率

貸借契約締結後3年間貸借金額1千万円まで、通常の貸借利率をO.9%引き下げる優遇措置を実施しておりま

す。 だだし、下限利率はO.2%までとなります。

銭信利率は、契約締結時の利率が適帰されます。 10年ごとに金利を発麗しする制度ちあります。

黛{甘利率の詳織につきましては、償還期題等によって異なる掻合がございますので、お問い合わせください。

来 保証人の免除を希望する掻合は、上記利率にo.15%が上乗せされます。

予告 利率!法、金利'1湾勢に合わせて発議しております。



之新規のご融資についてのお問い合わぜ先

東B本〈北海道から三三震県まで)Iこ施設所在地があるお客さま

。福祉医襲撃黛住吉ssま療審議課 融資格競部

| …-343ωω|  Fax: 03-3438-0659 

訪B本〈福井県から鹿児島県まで)Iこ踊設所在地があるお客さま

φ大阪支!吉援療審査課融資相殺係

lTe1: 0… Fax: 06-6252-0240 

3.既往のご融資〈返済条件の緩和)fこついてのお問い合わせ先

|〈参考ー)l

被災地の貸借先であって濫接被害を受け、又iま陸接被害を受げなかつだがY.\Z接懇蓄の滅~等{こより元金

の償還が慰難となっだ開設蓄の万については、被災時からち月を超えない範磁内での約定元金の償還搭予

はじめ、遺済条件の緩和をご案内できる揚合がござ、いますのでご栴談くだ、ざい。

お問い合わせ先

・顧客業務部顧客業務諜

ITel:  03-343ω3 Fax: 03-3438-0248 


